
財務報告に関する基本方針 
 

NIS グループ株式会社 
 
 
当社および連結子会社（以下、当社グループという）の財務報告に関する基本方針は以下

のとおりとする。なお、本基本方針の改廃は、当社の取締役会の承認によるものとする。 
 
 
 
１．当社グループは、適正な財務報告の重要性を十分に認識し、経営の基本原則として位

置づける。 
 
２．当社グループの財務報告は、ステークホルダーをはじめ社会からの信頼を確立するた

め、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、虚偽記載のないものでな

ければならない。 
 
３．当社グループのすべての役職員は、適正な財務報告の重要性を理解し、必要な知識の

習得に努めることとする。また、経営陣は、適正な財務報告の作成に必要な組織・体

制を構築するとともに、継続的な監督と改善を行うこととする。 
 
４．当社グループの財務報告とその内部統制に関し、すべての規程・細則等は、本基本方

針に基づく。 
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